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私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
要
綱

第
一

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
の
一
部
改
正

一

基
礎
年
金
拠
出
金
に
対
す
る
国
庫
補
助
の
割
合
を
二
分
の
一
に
引
き
上
げ
る
こ
と
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
特
定
年
度
（

国
民
年
金
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
附
則
に
規
定
す
る
特
定
年
度
を
い
う
。
）
の
前
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
国
庫

補
助
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
。
（
第
三
十
五
条
等
関
係
）

平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
は
、
基
礎
年
金
拠
出
金
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
額
に
加
え
、
二
億
五
千
八
百
六
十
八
万
七

（一）
千
円
を
補
助
す
る
こ
と
。

平
成
十
七
年
度
か
ら
特
定
年
度
の
前
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
い
て
は
、
基
礎
年
金
拠
出
金
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る

（二）
額
に
加
え
、
基
礎
年
金
拠
出
金
の
千
分
の
十
一
に
相
当
す
る
額
を
補
助
す
る
こ
と
。

二

長
期
給
付
に
係
る
標
準
給
与
の
等
級
区
分
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
の
長
期
給
付
に
係
る
標
準
報
酬
の
等
級

区
分
の
改
定
措
置
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
そ
の
上
限
の
改
定
を
行
う
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
す
る
こ
と
。
（
附
則
第
二
十
八
項
～
第
三
十
項
関
係
）

三

育
児
休
業
又
は
育
児
休
業
に
準
ず
る
休
業
を
終
了
し
た
加
入
者
が
、
そ
の
終
了
日
に
当
該
育
児
休
業
に
係
る
三
歳
未
満
の
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子
を
養
育
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
申
出
を
し
た
と
き
は
、
当
該
終
了
日
の
翌
日
の
属
す
る
月
以
後
三
月
間
に
受
け
た
給

与
の
平
均
額
を
給
与
月
額
と
し
て
、
標
準
給
与
を
改
定
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
関
係
）

四

育
児
休
業
期
間
中
に
加
え
、
育
児
休
業
に
準
ず
る
休
業
期
間
中
に
つ
い
て
も
掛
金
を
免
除
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
八
条
関

係
）

五

標
準
給
与
の
定
時
決
定
等
を
行
う
場
合
に
お
け
る
そ
の
算
定
の
対
象
と
す
べ
き
月
に
係
る
給
与
支
払
日
数
の
下
限
を
二
十

日
か
ら
十
七
日
に
引
き
下
げ
る
こ
と
。
（
第
二
十
二
条
関
係
）

六

七
十
歳
以
上
の
教
職
員
等
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
給
与
等
の
月
額
と
年
金
月
額
の
合
計
額
に
応
じ
た
退
職
共
済
年
金
等
の

支
給
調
整
措
置
を
導
入
す
る
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
の
三
関
係
）

七

長
期
給
付
の
支
給
要
件
及
び
支
給
額
の
算
定
方
式
等
に
つ
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
改
正
に
伴
い
、
関

係
規
定
の
読
替
え
等
を
行
う
こ
と
。
（
第
二
十
五
条
関
係
）

八

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
二

関
係
法
律
の
改
正

私
立
学
校
教
職
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
四
十
号
）
に
つ
い
て
、
私
立
学
校
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教
職
員
共
済
法
に
お
い
て
準
用
す
る
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
改
正
に
伴
い
、
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
第
一
の
三
、
四
及
び
七
の
一
部
並
び
に
第
二
の
一

部
に
つ
い
て
は
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
七
の
一
部
に
つ
い
て
は
平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
五
に
つ
い
て

は
平
成
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
、
第
一
の
六
及
び
七
の
一
部
並
び
に
第
二
の
一
部
に
つ
い
て
は
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
、

第
一
の
七
の
一
部
に
つ
い
て
は
平
成
二
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。
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（
参
考
）

私
立
学
校
教
職
員
共
済
法
に
よ
る
給
付
の
支
給
要
件
、
額
の
算
定
方
法
等
に
つ
い
て
は
、
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
の
関
係

規
定
を
準
用
し
て
い
る
た
め
、
別
途
今
国
会
に
提
出
さ
れ
る
「
国
家
公
務
員
共
済
組
合
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
」
に

お
け
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
は
、
私
立
学
校
教
職
員
共
済
制
度
に
お
い
て
も
同
様
の
措
置
が
な
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

一

年
金
額
の
改
定
方
式
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。
（
平
成
十
六
年
十
月
一
日
施
行
）

二

六
十
歳
台
前
半
の
在
職
中
の
年
金
支
給
停
止
の
緩
和
に
関
す
る
こ
と
。
（
平
成
十
七
年
四
月
一
日
施
行
）

三

三
歳
未
満
の
子
を
養
育
す
る
者
に
係
る
年
金
額
算
定
の
基
礎
と
な
る
平
均
標
準
給
与
額
の
特
例
に
関
す
る
こ
と
。
（
平
成

十
七
年
四
月
一
日
施
行
）

四

障
害
基
礎
年
金
と
退
職
共
済
年
金
又
は
遺
族
共
済
年
金
の
併
給
に
関
す
る
こ
と
。
（
平
成
十
八
年
四
月
一
日
施
行
）

五

六
十
歳
台
後
半
の
退
職
共
済
年
金
の
支
給
の
繰
下
げ
に
関
す
る
こ
と
。
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
施
行
）

六

遺
族
共
済
年
金
の
算
定
方
法
の
見
直
し
に
関
す
る
こ
と
。
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
施
行
）

七

離
婚
等
の
際
の
当
事
者
の
合
意
等
に
基
づ
く
年
金
分
割
制
度
の
導
入
に
関
す
る
こ
と
。
（
平
成
十
九
年
四
月
一
日
施
行
）

八

被
扶
養
配
偶
者
の
申
請
に
よ
る
離
婚
時
等
の
年
金
分
割
制
度
の
導
入
に
関
す
る
こ
と
。
（
平
成
二
十
年
四
月
一
日
施
行
）


